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はじめに

いじ めは、 いじ めを受けた児童生徒の教育を受ける権利を著し く 侵害し 、

その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるだけでなく 、 そ

の生命又は心身に重大な危険を生じさ せるおそれがあるものである。

「 富士市いじ め防止基本方針」 は、 全ての児童生徒が尊重さ れるべき価値

ある存在であるこ と を保持する目的の下、 市及び教育委員会、 学校、 地域住

民、 家庭その他の関係者並びに関係機関が連携し 、 いじ めの問題の解消に向

けて取り 組むよう 、 いじ め防止対策推進法（ 以下「 法」 と いう 。 ） 第１ ２ 条

の規定に基づき、 国が策定し た「 いじ めの防止等のための基本的な方針」 を

参考にし 、 市の実情に応じ 、 市におけるいじ めの防止等（ いじ めの防止、 い

じ めの早期発見及びいじ めへの対処をいう 。 以下同じ 。 ） のための対策を総

合的かつ効果的に推進するために策定するものである。

第１ いじめの防止等のための対策の基本的な方向に関する事項

１ いじめの防止等の対策に関する基本理念

○ いじ めは全ての児童生徒に関係する問題である。 いじ めの防止等の対策

は、 全ての児童生徒が安心し て学校生活を送り 、 様々な活動に取り 組むこ

と ができるよう 、 学校の内外を問わず、 いじ めが行われなく なるよう にす

ることを旨と して行われなければならない。

○ 全ての児童生徒がいじ めを行わず、 いじ めを認識し ながら見過ごすこ と

がないよう 、 いじ めの防止等の対策は、 いじ めがいじ められた児童生徒の

心身に深刻な影響を及ぼす行為であるこ と について、 児童生徒が十分に理

解できるよう にすることを旨と し なければならない。

○ いじ めの防止等の対策は、 いじ めを受けた児童生徒の生命・ 心身を保護

するこ と が特に重要であること を認識し つつ、 市及び教育委員会、 学校、

地域住民、 家庭その他の関係者並びに関係機関の連携の下、 いじ めの問題

を解消することを目指して行わなければならない。

２ いじめの定義

（ 定義） いじ め防止対策推進法第２ 条

この法律において「 いじ め」 と は、 児童等に対し て、 当該児童等が在籍する学校

に在籍し ている等当該児童等と 一定の人的関係にある他の児童等が行う 心理的又は

物理的な影響を与える行為（ インタ ーネッ ト を通じて行われるものを含む。 ） で

あって、 当該行為の対象と なった児童等が心身の苦痛を感じ ているものをいう 。

※ 「 一定の人的関係」 と は、 学校の内外を問わず、 同じ 学校・ 学級や部活

動の児童生徒や、 塾やスポーツクラブ、 子ども会、 地域活動等、 当該児童
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生徒が関わっている仲間や集団（ グループ） など、 当該児童生徒と 何らか

の人的関係を指す。 また、 「 物理的な影響」 と は、 身体的な影響のほか、

金品をたかられたり 、 隠さ れたり 、 嫌なこと を無理矢理さ せられたり する

こと などを意味する。

３ いじめに対する理解の重要性

○ いじ めは、 どの子どもにも、 どの学校でも 、 起こ り う るものである。 と

り わけ、 嫌がらせや無視、 陰口等の｢暴力を伴わないいじ め｣は、 多く の児

童生徒が入れ替わり ながら被害も加害も経験する可能性があること を理解

する。

○ ｢暴力を伴わないいじ め｣であっても 、 ｢暴力を伴う いじ め｣と と もに、 生

命又は心身に重大な危険が生じ る可能性があることを十分に理解する。

○ いじ めの加害・ 被害と いう 関係だけでなく 、 学級や部活動等の所属集団

の構造上の問題（ 例えば無秩序性や閉塞性） 、 「 観衆」 と し てはやし 立て

たり 面白がったり する存在や、 周辺で暗黙の了解を与えている「 傍観者」

の存在にも注意を払い、 集団全体にいじ めを許容し ない雰囲気が形成さ れ

るよう にすることが大切である。

４ いじめの防止等に関する基本的考え方

(1)  いじめの防止及び早期発見

より 根本的ないじめの問題解消のためには、 全ての児童生徒を対象と した

いじ めの未然防止の観点が重要であり 、 全ての児童生徒を、 いじ めに向かわ

せることなく 、 心の通う 対人関係を構築できる社会性のある大人へと 育み、

いじ めを生まない土壌をつく るために、 関係者が一体と なった継続的な取組

が必要である。

このため、 学校の教育活動全体を通じ 、 全ての児童生徒に、 「 いじ めは被

害児童生徒に対して苦痛を与える行為であること」 の理解を促し 、 児童生徒

の豊かな情操や道徳心、 自分の存在と 他者の存在を等し く 認め、 お互いの人

格を尊重し 合える態度など、 心の通う 人間関係を構築する能力の素地を養う

よう にする。 また、 いじめの背景にあるスト レス等の要因に着目し 、 その改

善を図り 、 スト レスに適切に対処できる力を育む観点も重要である。 加えて、

全ての児童生徒が安心でき、 自己有用感や充実感を感じ られる学校生活づく

り も未然防止の観点から重要である。

また、 あわせて、 いじ めの問題への取組の重要性について市民全体に認識

を広め、 地域、 家庭と 一体となって防止への取組を推進するための普及啓発

が必要である。

いじ めの早期発見は、 いじ めへの迅速な対処の前提であり 、 全ての大人が

連携し 、 児童生徒のさ さいな変化に気付く 力を高めることが必要である。 こ
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のため、 いじめは大人の目に付きにく い時間や場所で行われたり 、 遊びやふ

ざけあいを装って行われたり するなど、 大人が気付きにく く 判断し にく い形

で行われること を認識し 、 ささ いな兆候であっても、 いじ めではないかとの

疑いを持って、 早い段階から的確に関わり を持ち、 いじめを見落と したり 軽

視し たり することなく 積極的にいじ めを認知するよう にする。 いじ められて

いても、 本人がそれを否定する場合が多々あること を踏まえ、 当該児童生徒

の表情や様子をきめ細かく 観察するなどし て複数の目で確認する。

(2)  いじめへの対処

いじ めがあることが確認さ れた場合、 学校は直ちに、 いじ めを受けた児童

生徒やいじ めを知らせてきた児童生徒の安全を確保し詳細を確認し た上で、

いじ めたと される児童生徒に対し て事情を確認し 適切に指導する等、 組織的

な対応を行う 。 また、 家庭への連絡や教育委員会への報告、 事案に応じ 、 関

係機関と の連携を図るよう にする。

このため、 教職員は平素より 、 いじ めを把握し た場合の対処の在り 方につ

いて、 理解を深め、 また、 学校における組織的な対応を可能と するための体

制を整備しておく 必要がある。

(3)  地域や家庭、 関係機関と の連携について

社会全体で児童生徒を見守り 、 健やかな成長を促すため、 学校関係者と 地

域、 家庭と の連携が必要である。 例えばＰ Ｔ Ａ や地域の関係団体等と 学校関

係者が、 いじめの問題について協議する機会を設けたり 、 学校運営協議会制

度（ コミ ュニティ ・ スクール） や学校評議員制度等を活用し たり するなど、

いじ めの問題について地域、 家庭と 連携し た対策を推進する。

また、 より 多く の大人が子どもの悩みや相談を受け止めること ができるよ

う にするため、 学校と 地域、 家庭が組織的に連携・ 協働する体制を構築する。

いじ めの問題への対応においては、 例えば、 学校や教育委員会において、

いじ める児童生徒に対して必要な教育上の指導を行っているにもかかわらず、

その指導により 十分な効果を上げるこ と が困難な場合などには、 関係機関

（ 警察、 児童相談所、 医療機関、 法務局等） と の適切な連携が必要であり 、

平素から、 学校や教育委員会と 関係機関の担当者と が情報交換を行う よう に

する。

第２ いじめの防止等のための対策の内容に関する事項

１ いじめの防止等のために市・ 市教育委員会が実施する施策

(1) 富士市いじめ防止基本方針の策定

市の実情に応じ 、 いじ めの防止等の対策の基本的な方向性を示すと ともに、
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いじ めの防止や早期発見、 いじ めへの対処、 地域、 家庭及び関係機関と の連

携が体系的かつ計画的に行われるよう に、 「 富士市いじ め防止基本方針」 を

策定する。

「 富士市いじ め問題対策連絡協議会」 等において、 市基本方針の内容の

見直し に関する意見があった場合には、 十分な検討を行い、 必要な措置を

講じ る。

(2)  いじめの防止等のための組織の設置

① 富士市いじめ問題対策連絡協議会

いじ めの防止等に関係する機関及び団体の連携を図るため、 富士市いじ

め問題対策連絡協議会条例第１ 条に基づき、 学校関係者・ 関係行政機関の

職員・ 市の職員・ その他教育委員会が必要と 認める者により 構成さ れる

「 富士市いじ め問題対策連絡協議会」 を置く 。

② 富士市いじ め問題対策推進委員会

「 富士市いじ め防止基本方針」 に基づく 対策を実効的に行う ため、 また、

法第２ ８ 条第１ 項に規定する重大事態に係る事実関係について調査を行う

ため、 富士市いじ め問題対策推進委員会条例第１ 条に基づき、 法律・ 医

療・ 心理・ 福祉又は教育に関する専門的な知識を有する者により 構成され

る「 富士市いじめ問題対策推進委員会」 を置く 。

③ 富士市いじ め問題再調査委員会

法第２ ８ 条第１ 項に規定する重大事態に係る調査の報告を受けた市長が、

重大事態への対処又は当該重大事態と同種の事態の発生の防止のため必要

があると 認めた場合は、 再調査を行う ために、 富士市いじ め問題再調査委

員会条例第１ 条に基づき、 法律・ 医療・ 心理・ 福祉又は教育に関する専門

的な知識を有する者により 構成さ れる「 富士市いじめ問題再調査委員会」

を置く 。

(3)  市・ 市教育委員会が実施するその他の施策

① いじ めの防止及び早期発見

○ 全ての教育活動を通じ て、 道徳教育及び体験活動等の充実を推進する。

○ 児童生徒及びその保護者並びに教職員に対し 、 いじ めを防止すること

の重要性に関する理解を深めるための啓発その他必要な措置を講ずる。

○ 教職員に対し 、 いじ めの防止等のための対策に関する研修の実施、 そ

の他のいじ めの防止等のための対策に関する資質能力の向上に必要な措

置を講ずる。

○ 児童生徒及びその保護者が、 発信された情報の高度の流通性、 発信者
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の匿名性、 その他のインタ ーネッ ト を通じ て送信される情報の特性を踏

まえて、 インタ ーネッ ト 上のいじ めを防止し 、 効果的に対処することが

できるよう 、 必要な措置を講ずる。

○ 「 学校いじ め防止基本方針」 に基づく 取組の実施状況を学校評価の評

価項目に位置付ける等、 学校に対し て必要な指導・ 助言を行う 。

○ 教職員評価において、 日常の児童生徒理解、 未然防止や早期発見、 い

じめが発生し た際に問題を見落と さ ず、 迅速かつ適切に対応すること 、

組織的な取組等を評価するよう 、 各学校に必要な指導・ 助言を行う 。

○ 各学校における定期的なアンケート 調査、 個人面談その他の取組状況

を把握し 、 学校におけるいじめの防止等の取組の充実を促す。

○ Ｓ ＯＳ ミ ニレター、 いのちの電話等の関係機関の実施する施策の活用

や、 教育委員会作成の児童生徒のための相談窓口一覧を配布する等、 教

育相談体制の充実を図る。

② いじ めへの対処

○ いじ めの報告を受けたときは、 必要に応じ 、 学校に対し 、 指導主事・

スクールカウンセラー・ スクールソーシャルワーカー等の職員の派遣、

警察等関係機関との連携等を検討し 、 必要な支援を行う 。

○ 他の児童生徒に深刻な心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為を繰

り 返し 行う 等、 他の児童生徒の教育に大きな妨げがあると 判断し た場合

には、 いじ めを行った児童生徒の保護者に対し て、 当該児童生徒の出席

停止を命ずる等、 いじめを受けた児童生徒その他の児童生徒が安心し て

教育を受けられるよう にするために必要な措置を速やかに講ずる。 いじ

めの加害者である児童生徒に対し て、 「 富士市立小・ 中学校の児童生徒

に係る出席停止の命令手続に関する要領」 に基づき出席停止の措置を行

った場合には、 出席停止の期間における学習への支援など教育上必要な

措置を講じ、 当該児童生徒の立ち直り を支援する。

○ いじ められた児童生徒又はその保護者が希望する場合には、 就学指定

校の変更や区域外就学等の弾力的な対応を検討する。

③ 地域、 家庭及び関係機関と の連携

○ 児童生徒及びその保護者並びに教職員に対するいじ めを防止すること

の重要性に関する理解を深めるため、 Ｐ Ｔ Ａ や地域の関係団体と 連携し

ながら、 その啓発その他必要な措置を講ずる。

○ 学校評議員制度の活用や学校運営協議会（ コ ミ ュニティ ー・ スクー

ル） 制度の推進により 、 いじ めの問題など、 学校が抱える課題を共有し

地域ぐるみで対応できる仕組みづく り を推進する。 また、 学校が、 学校

評議員や学校運営協議会等に、 当該学校のいじ めに係る状況及び対策に
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ついて情報提供すると と もに、 連携・ 協働による取組を進めるよう 指

導・ 助言する。

○ いじ めが犯罪行為と し て取り 扱われるべきと 認めると きは警察に相談

し、 連携し て対応する。 また、 児童生徒の生命、 心身又は財産に重大な

被害が生じ るおそれがある場合は、 直ちに警察へ通報するなど、 適切な

援助を求める。

２ いじめの防止等のために学校が実施する施策

(1)  学校いじ め防止基本方針の策定

学校は、 国・ 県・ 市のいじ め防止基本方針等を参考にし て、 自らの学校と

して、 どのよう にいじ めの防止等の取組を行う かについての基本的な方向や

取組の内容等を「 学校いじめ防止基本方針」 と して定めるものとする。

学校いじめ防止基本方針には、 いじ めの防止のための取組、 早期発見・ い

じめ事案への対処の在り 方、 教育相談体制、 生徒指導体制、 校内研修などを

定めること とし 、 いじ めの防止、 いじ めの早期発見、 いじ め事案への対処な

どいじめの防止等全体に係る内容を記載する。

学校いじめ防止基本方針の策定に当たっては、 例えば、 保護者、 地域住民、

関係機関等に意見を求めたり 、 児童生徒の意見を取り 入れたり するなど、 実

効性のある方針になるよう に努める。

さらに、 策定し た学校いじ め防止基本方針については、 各学校のホームペ

ージへの掲載その他の方法により 、 保護者や地域住民が学校いじ め防止基本

方針の内容等を容易に確認できるよう な措置を講ずると ともに、 その内容を、

必ず入学時・ 各年度の開始時に児童生徒、 保護者、 関係機関等に説明する。

(2)  学校におけるいじめの防止等の対策のための組織

学校は、 いじめの防止等に関する措置を実効的に行う ため、 「 学校におけ

るいじめの防止等のための組織」 （ 以下「 学校いじ め対策組織」 ） を置く 。

構成員は、 校長や教頭、 主幹教諭、 生徒指導担当教員、 学年主任、 養護教

諭、 学級担任、 教科担任、 部活動指導に関わる教職員等から、 組織的対応の

中核と して機能するよう な体制と なるよう 、 学校の実情に応じて決定する。

また、 必要に応じて、 指導主事、 スクールカウンセラー、 スクールソーシャ

ルワーカー、 学校評議員、 Ｐ Ｔ Ａ 代表等を加えること もある。

学校は、 いじめの防止等のため、 学校いじめ防止基本方針に基づき、 「 学

校いじ め対策組織」 を中核とし て、 校長の強力なリ ーダーシッ プの下、 一致

協力体制を確立し、 教育委員会と も適切に連携の上、 学校の実情に応じ た対

策を推進する。

「 学校いじ め対策組織」 は、 いじ めの防止等の中核となる組織とし て、 的

確にいじめの疑いに関する情報を共有し 、 共有された情報を基に、 組織的に
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対応できるよう な体制をと る。 特に、 事実関係の把握、 いじ めであるか否か

の判断は組織的に行う こと が必要であり 、 情報の収集と 記録、 共有を行う 役

割を担う ため、 教職員は、 ささ いな兆候や懸念、 児童生徒からの訴えを、 抱

え込まずに、 又は対応不要であると 個人で判断せずに、 直ちに全て「 学校い

じめ対策組織」 に報告・ 相談する。 集められた情報は、 個別の児童生徒ごと

などに記録し 、 複数の教職員が個別に認知した情報の集約と 共有化を図る。

学校と して、 学校いじ め防止基本方針やマニュアル等において、 いじめの

情報共有の手順及び情報共有すべき内容（ いつ、 どこで、 誰が、 何を、 どの

よう に等） を明確に定める。

これらのいじめの情報共有は、 個々の教職員の責任追及のために行う もの

ではなく 、 気付きを共有し て早期対応につなげることが目的であり 、 校長や

教頭は、 リ ーダーシッ プをとって情報を共有しやすい環境づく り に努める。

(3) 学校におけるいじめの防止等に関する措置

① いじ めの防止及び早期発見

○ 児童生徒が自主的にいじ めの問題について考え、 議論すること 等のい

じめの防止に効果が高まる活動に取り 組む。

○ 児童生徒が、 心の通じ 合う コミ ュニケーショ ン能力を育み、 規律正し

い態度で授業や行事に主体的に参加・ 活躍できるよう な授業づく り や集

団づく り を行う 。

○ 児童生徒に対して、 傍観者と ならず、 いじ めを止めさ せるための行動

をと る重要性を理解さ せるよう 努め、 集団の一員とし ての自覚や自信を

育むこと により 、 互いを認め合える人間関係・ 学校風土をつく る。

○ 教職員の言動が、 児童生徒を傷つけたり 、 他の児童生徒によるいじめ

を助長し たり することのないよう 、 指導の在り 方に細心の注意を払う 。

○ 教職員は、 いじ めが、 大人が気付きにく く 判断し にく い形で行われる

こと が多いこと を認識し 、 さ さ いな兆候であっても、 いじ めではないか

との疑いを持って、 早い段階から的確に関わり を持ち、 いじ めを積極的

に認知する。

○ 教職員は、 日頃から、 児童生徒の悩みに寄り 添い、 親身になって相談

に乗るなどし て児童生徒と の信頼関係を築く こと で、 一人の児童生徒対

して複数の教職員が関わること のできる体制づく り に努める。

特に、 発達障害を含む障害のある児童生徒、 外国につながる児童生徒、

性同一性障害や性的指向・ 性自認に係る児童生徒、 被災し た児童生徒や

避難し ている児童生徒等の配慮が必要な児童生徒については、 日常的に、

当該児童生徒の特性を踏まえた適切な支援・ 指導を組織的に行う 。

○ 定期的なアンケート 調査や教育相談の実施等により 、 児童生徒がいじ

めを訴えやすい体制を整え、 いじ めの実態把握に取り 組む。
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○ 児童生徒が自らＳ ＯＳ を発信すること 及びいじ めの情報を教職員に報

告すること は、 児童生徒にと っては多大な勇気を要するものであること

を理解し 、 学校は、 児童生徒からの相談に対し て、 迅速に対応すること

を徹底する。

② いじ めへの対処

○ 教職員がいじ めを発見し 、 又は相談を受けた場合には、 被害児童生徒

及びその保護者に寄り 添った対応をし た上で、 速やかに、 校長や教頭、

生徒指導主任・ 主事等に報告し 、 事実関係の調査･確認、 児童生徒への

指導に当たる。

○ いじ めの事案によっては、 緊急会議を開催し 、 「 学校いじ め対策組

織」 において情報共有を行い、 事実関係を確認の上、 組織的に対応方針

を決定し 、 被害児童生徒を徹底し て守り 通す。 加害児童生徒に対し ては、

人格の成長を旨とし て、 必要な配慮の下、 毅然と し た態度で指導する。

○ 各教職員は、 学校の定めた方針等に沿って、 いじ めに係る情報を適切

に記録し 、 保管する。

○ いじ めが「 解消し ている」 状態と は、 「 いじ めに係る行為が止んでい

ること 」 と 「 被害児童生徒が心身の苦痛を感じ ていないこと」 の２ つの

要件が満たさ れていること であり 、 いじ めが解消するまで、 組織的な見

守り と指導を継続し て行っていく 。

○ いじ めが犯罪行為と し て取り 扱われるべきと 認めると きは警察に相談

し、 連携し て対応する。 また、 児童生徒の生命、 心身又は財産に重大な

被害が生じ るおそれがある場合は、 直ちに教育委員会や警察へ連絡する

など、 適切な援助を求める。

第３ 重大事態への対処

１ 教育委員会又は学校による調査

いじ めの重大事態については、 「 国・ 県の基本方針」 及び「 いじ めの重大

事態の調査に関するガイド ライン（ 平成２ ９ 年３ 月文部科学省） 」 により 適

切に対応する。

(1)  重大事態の発生と調査

① 重大事態の意味について

いじ めによる重大事態とは、 以下のと きのことをいう 。

一 いじ めにより 当該学校に在籍する児童等の生命、 心身又は財産に重大な被

害が生じ た疑いがあると 認めると き。

二 いじ めにより 当該学校に在籍する児童等が相当の期間学校を欠席すること

を余儀なく されている疑いがあると 認めるとき。
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「 生命、 心身又は財産に重大な被害」 については、 いじ めを受ける児童

生徒の状況に着目し て学校又は教育委員会が判断する（ 例えば、 児童生徒

が自殺を企図した場合、 身体に重大な傷害を負った場合、 金品等に重大な

被害を被った場合、 精神性の疾患を発症し た場合等） 。

また、 児童生徒又はその保護者から、 いじ めにより 重大な被害が生じ た

という 申立てがあったと きは、 重大事態が発生し たものと し て調査に当た

る。

② 重大事態の報告

学校は、 重大事態が発生し た場合、 教育委員会を通じ て市長へ、 事態発

生について報告する。

③ 調査の趣旨及び調査主体・ 組織について

調査は、 重大事態に対処すると と もに、 同種の事態の発生の防止に資す

るために行う ものである。 教育委員会は、 その事案の調査を行う 主体や調

査組織について判断する。

○ 学校が主体となって行う 場合

学校いじ め対策組織に、 指導主事、 スクールソーシャルワーカー、 学

校評議員、 Ｐ Ｔ Ａ 代表等の学校以外の委員を加え、 公平性・ 中立性の確

保に努めた構成と し 、 調査を行う 。 その際、 教育委員会は、 学校に対し

て必要な指導や支援を行う 。

○ 教育委員会が主体となって行う 場合

原則と し て、 条例により 設置し た「 富士市いじ め問題対策推進委員

会」 が調査を行う 。

④ 事実関係を明確にするための調査の実施

重大事態に至る要因と なったいじ め行為が、 いつ、 誰から行われ、 どの

よう な態様であったか、 いじ めを生んだ背景事情や児童生徒の人間関係に

どのよう な問題があったか、 学校・ 教職員がどのよう に対応したかなどの

事実関係を、 可能な限り 網羅的に明確にし、 客観的な事実関係を速やかに

調査する。

この調査は、 民事・ 刑事上の責任追及やその他の争訟等への対応を直接

の目的と するものではなく 、 学校と 教育委員会が事実に向き合う こと で、

事態への対処や同種の事態の発生防止を図るものである。

学校と 教育委員会は、 「 富士市いじ め問題対策推進委員会」 に対し て積

極的に資料提供すると と もに、 調査結果を重んじ 、 主体的に再発防止に取

り 組む。
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( 2)  調査結果の提供及び報告

① いじ めを受けた児童生徒及び保護者に対する情報を適切に提供する責

任

教育委員会又は学校は、 いじ めを受けた児童生徒及びその保護者に対し

て、 調査により 明らかになった事実関係について、 関係者の個人情報に十

分配慮し つつ、 適切な方法で説明する。

② 調査結果の報告

調査結果については、 市長に報告する。

上記①の説明の結果を踏まえて、 いじ めを受けた児童生徒又はその保護

者が希望する場合には、 いじ めを受けた児童生徒又はその保護者の所見を

まと めた文書の提供を受け、 調査結果の報告に添えて市長等に送付する。

２ 調査結果の報告を受けた市長による再調査及び措置

(1)  再調査

上記１ ( 2) ②の報告を受けた市長は、 報告に係る重大事態への対処又は重

大事態と同種の事態の発生の防止のため必要があると認めると きは、 再調査

を行う こと ができる。 再調査は、 「 富士市いじ め問題再調査委員会」 が行う 。

市長は、 いじ めを受けた児童生徒及びその保護者に対し て、 適時・ 適切

な方法で、 調査の進捗状況等及び調査結果を説明する。

(2)  再調査の結果を踏まえた措置等

市長及び教育委員会は、 再調査の結果を踏まえ、 自らの権限及び責任にお

いて、 調査に係る重大事態への対処又は重大事態と 同種の事態の発生の防止

ために必要な措置を講ずる。 また、 市長は、 個人のプライバシーに対して必

要な配慮を確保しつつ、 その結果を議会に報告する。


